
確認欄

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

9 □

10 □

11 □

12 □

13 □

14 □

15 □

16 □

17 □

18 □

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

入所後、別の保育施設への転園を希望する際は、退所届及び新規の入所申請が必要となります。
転園希望の施設に決定できなかった場合、現在通園している施設に再入所（継続）できない場合も
あります。転園を希望する場合、必ず子ども未来課と相談してください。

下のお子様の育児休業中に、既に保育施設を利用している上のお子様がいて、継続して保育施
設を利用される場合、育児休業中の保育の利用可能時間は一律「短時間」となります。

保育所等利用申込に関する確認書

「令和８年度版　保育所等入所のしおり」及び確認項目をよく読んでいただき、確認欄にチェックをしてくださ
い。ご不明な点は市職員との面談時に必ず確認してください。

入所決定後、事前に上記２の事項を確認しておらず、施設で対応できないことが判明した場合、仮
に入所が決定していたとしても入所ができなくなる場合があります。

申込前に、保護者とお子様で施設見学をお願いしています。原則として、施設見学がお済みでなけ
れば入所確定はできませんので、必ず事前に見学してください。

施設見学時は、次の点を施設に確認してください。施設の状況によっては、お子様の受入れができ
ない場合があります。
　・保育時間（開所時間、閉所日）、保育内容、保育料以外にかかる費用
　・お子様の発育や病気・障害等の状況、食物アレルギーの対応
　・その他不明な点等

確　　認　　項　　目

地域型保育事業所に入所する場合は、原則３歳児以降は連携施設への入所となります。連携施
設以外の保育施設を希望する場合は、再申請が必要です。

１から１８について、確認及び了承しました。

保護者氏名

ご家庭や就労状況等を総合的に判断し、保育の必要性が高い方から順に入所を決定しています
ので、ご希望に添えない場合があります。

原則、入所決定後の施設入所の辞退又は転園はできません。希望保育施設は、入所のご意思が
あるものとして扱いますので、よくお考えになってお決めください。また、施設の入所斡旋は行いま
せん。

育児休業中の場合、入所月の翌月１０日までに職場復帰することが必要です（例：４月１日入所の
場合、５月１０日までに復帰）。また、「就労証明書」に復職年月日（予定含む）や入所内定時育休
短縮可否について記入があるか確認してください。
入所（予定を含む）月の翌月１０日までの復職出来ない新たな事由が生じた場合、すみやかに子ど
も未来課へお申し出ください。万が一、すみやかにお申し出がなかった場合、新たな事由による認
定期間終了後、保育施設を退所していただきます。

利用者負担額（保育料）は、父母の市区町村民税所得割額を基に決定します。父母が非課税で
も、祖父母等と同居している場合（世帯分離している場合も含む）には、その祖父母等の税額を基
に決定いたします。

入所決定後、入所せずに辞退する場合（保護者都合による場合）は、次回の入所調整時には、入
所の優先度を低くしたうえで選考を行います。

きょうだいで申込みをされる場合、教育・保育給付認定申請書（兼入所申込書）裏面にある「保育
所等入所申請にあたっての確認事項　③きょうだいで入所を希望する場合」に必要事項を記入して
ください。記入がなかった場合は、「同時に同一保育所への入所のみを希望する」ものとして扱いま
す。

求職を理由に入所を希望する場合、入所後９０日（３ヶ月）以内に月６４時間以上の就労を行う必要
があります。入所月の翌々月の１０日までに就労証明書の提出のない場合や求職活動を行ってい
ないことが明らかな場合は、教育・保育給付認定の取消し及び退所となります。

６５歳未満の祖父母等と同居している場合（世帯や家屋は別でも、同一住所に居住している場合は
同居とみなす）は、当該祖父母の保育を必要とする事由の証明を提出してください。提出がない場
合は、入所の優先度が低くなります。

入所当初は、短い保育時間からスタートして少しずつ長い保育時間に慣らしていく「慣らし保育」を
行います。慣らし保育の時間や期間は、お子様の体調、保育の状況及び保育施設によって異なり
ます。

申請書類の有効期限は、入所を希望する年度の末日となります。入所が保留となり、翌年度も入
所を希望する場合は、改めて申請が必要となります。

入所後、教育・保育給付認定に変更が生じる場合には、必ず子ども未来課に申請してください。

就労証明書の内容を勤務先に確認する場合があります。

裏面も必ずご確認ください

※裏面あり



回答欄

□　父母が保育　

□　祖父母が保育　

□　育児休業の延長
     （最大で令和　  　　年　  　　月まで）

□　認可外保育所の利用（施設名：　　　　　　　　　　　）

□　幼稚園の利用（施設名：　　　　　　　　　　　）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　住んでいる

□　敷地内の別建物又は二世帯住宅に住んでいる

□　住んでいない

□　いない

□　障害者手帳をもっている家族がいる

　　（氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　特別児童扶養手当を受けている家族がいる

　　（氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　障害基礎年金受給を受けている家族がいる

　　（氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　いる　⇒別居監護申立書の記入

□　いない

□はい　（出産予定日：　　　　月　　　　日）

□いいえ

□　自動車　　　□　自転車　　　□　徒歩

□　その他（　　　　　　　　　　　　　）

父：　　　　　　　　　　市・区・町・村

母：　　　　　　　　　　市・区・町・村

□　父が母を扶養に取っている

□　母が父を扶養に取っている

父：　　　　　　　　　　市・区・町・村

母：　　　　　　　　　　市・区・町・村

□　父が母を扶養に取っている

□　母が父を扶養に取っている

※市外に住民登録されていた方の税情報は、マイナンバーを利用した情報連携を行いますが、DV等で情報が不開
示になっている場合は、課税証明書の提出を依頼しますので、ご了承ください。

4

別居しているお子さんはいますか。

6

保育所等への主な登所方法を教えてください。

令和7年1月1日又は令和8年1月1日に行田市外に住民登録されていた方は以下を記入してください。

7

令和７年１月１日現在に住民登録されていた市町村を教えてくださ
い。

また、配偶者控除を受けている方はいますか。（配偶者の税制上の
扶養になっている方はいますか。）

令和８年１月１日現在に住民登録されていた市町村を教えてくださ
い。

また、配偶者控除を受けている方はいますか。（配偶者の税制上の
扶養になっている方はいますか。）

現在、妊娠中ですか。

5

3

障害をお持ちの同居家族の方はいますか。
なお、いる場合は手帳所持・手当や年金の受給状況にチェックの
上、（）内にその方のお名前を記入してください。

保育所等利用申込に関する質問表  

あてはまる欄にチェックしてください。ご記入いただいた内容は、入所審査に影響はありません。

項目

1

保育所等には受入可能人数があり、この人数を超える場合は入所
できません。入所できなかった場合のお子様の保育について、ご予
定を教えてください。

2

祖父母と同一住所に住んでいますか。

表面も必ずご確認ください


